
目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

○
山
梨
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
…
…
…
…
一

部
を
改
正
す
る
規
則

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
二
十
二
号

山
梨
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

山
梨
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

山
梨
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
四
年

山
梨
県
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号
　
　
平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
五
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
九
年

五
月
二
十
五
日

号
外
第
二
十
六
号

木　曜　日



山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号
　
　
平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
五
日

二

第６号様式（第10条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号
　
　
平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
五
日

三



山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号
　
　
平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
五
日

四

第７号様式（第10条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号
　
　
平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
五
日

五



山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号
　
　
平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
五
日

六

第８号様式（第10条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号
　
　
平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
五
日

七



山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号
　
　
平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
五
日

八

第９号様式（第10条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号
　
　
平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
五
日

九



附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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丁
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番

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
六
号
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成
二
十
九
年
五
月
二
十
五
日

一
〇


